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資料３ 第３次笠間市行財政改革大綱実施計画の新規項目について 

 

（１） 

担当部課 総務課 

実施項目 

 

システムの統合による内部管理業務の集約化 

 

現  状 

財務会計システムと事務事業マネジメントシステムについて，システムの提供業

者が異なりデータの連携ができないことから，非効率が生じている。また，決算

や監査，事務引き継ぎなどの事務について，財務会計システムと事務事業マネジ

メントシステムのデータを活用すれば効率的に調査を行える可能性があるが，現

状は別々に実施している。そのほか，旅費や時間外勤務の申請等についても，シ

ステムを活用できれば，より効率性的に実施することが期待できる。 

課  題 

（社会的ニーズ） 

データの連携が図れていないことや，システム化がされていないことにより非効

率が生じている。 

 

取組内容 

○平成３０年度 

関係各課と協議し，システムに集約する内部管理業務について調査を行う。また，

システムを提供可能な業者の調査を行う。 

○平成３１年度 

平成３２年度の当初予算要求からシステムの活用が可能となるように，業者の募

集，契約，データの移行等を進める。 

取組の効果 

（成果） 

データの連携が図れることと情報が１つのシステムに集約されることから，予算

編成・アクションプラン策定，行政評価，事務引継ぎ及び監査等を効率的に，一

体的に管理することが可能となる。また，旅費や時間外勤務の申請等の業務につ

いても，システム化により効率化が図れる。 

目  標 

・財務会計システム，事務事業マネジメント及び電子決裁システムの統合 

・各内部管理業務の集約化 

追加時期 

平成３０年度の実施計画に追加予定。 
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（２） 

担当部課 学務課 

実施項目 

 

・学校事務補助員（学校用務員）事業の民間委託 

 

現  状 

・小学校１０校，中学校５校，義務教育学校１校 合計１６校各学校に１名（み

なみ学園は各校舎に１名）配置している。１７名のうち，正職員３名，再任用１

名，臨時職員１３名で日常的な用務である校内清掃，給食配膳，校庭花壇の草取

り，事務補助等を業務として行っている。 

 

課  題 

（社会的ニーズ） 

・各学校１名のため，日常的な用務を行うことのみになり，校庭等の環境整備で

ある樹木剪定，花壇の草取りは，手が回らない状況にある。 

・１名体制のため，休暇の時は代替職員がいないため給食配膳は教職員が行うこ

とになる。 

取組内容 

・民間に委託し，常勤従事者として各学校に配置する。また，樹木選定や草刈り

など特定の作業が必要な際には，特定従事者として複数人が学校に出向き，作業

を行う。 

取組の効果 

（成果） 

・常勤従事者が休みの時も代替職員を派遣でき，学校の事務に支障が無くなる。 

・樹木剪定や草刈りなどは集中的に複数人で実施することにより，環境整備が効

率的にできる。 

・複数校を同一の入札に付すことでコストが低減する。 

・臨時職員の雇用関係事務（募集，採用面接，給与計算，社会保険事務）が不要

になる。 

目  標 

・平成３０年度：民間委託した時の試算，学校との意見交換，当初予算計上 

        秘書課との調整（正職員，再任用職員の人事関係） 

・平成３１年度：実施（一部実施） 

追加時期 

平成３１年度の実施計画に追加予定。 
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（３） 

担当部課 学務課 

実施項目 

 

タブレット端末による効率的な教育委員会定例会等の推進 

 

現  状 

教育委員会定例会等の議案は，議会等との関係もあり，教育委員会に提出する議

案は，定例会開催の２・３日前になるため，郵送では間に合わなく教育委員宅に

届けている。 

課  題 

（社会的ニーズ） 

印刷コスト，資料の郵送による配送遅延 

教育委員の職業による生活スタイルに合わせた資料提供を図る。 

 

取組内容 

 

平成３１年度からタブレット端末を導入し，教育委員会定例会等での電子データ

による紙資料の削減。 

 

取組の効果 

（成果） 

印刷コスト低減，電子的配布により即時性の確保，教育委員の職業に影響を受け

ない資料の提供。 

過去資料の容易な検索等による業務効率化を図る 

 

目  標 

 

タブレット端末導入による業務の省力化・効率化。 

 

追加時期 

平成３１年度の実施計画に追加予定。 

 


